
令 和 ８ 年
５月１日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正
（
給
与
厚
生
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び

最
高
限
度
額
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
給
与
厚
生
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
知
事
が
定
め
る
金
額
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
給
与
厚
生
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
二

令
和
八
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
研
修
の
指
定
（
生
活
衛
生
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

令
和
八
年
度
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
業
務
従
事
者
講
習
の
指
定
（
生
活
衛
生
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

解
除
予
定
保
安
林
（
下
松
市
）
（
森
林
整
備
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
予
定
森
林
（
山
口
市
）
（
森
林
整
備
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
建
築
指
導
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…

指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
（
会
計
課
）

六
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
金
の
収
納
の
事
務
の
委
託
（
会
計
課
）

七
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
農
村
整
備
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
の
要
旨

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
議
会
柳
井
市
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
補
欠
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支

出
の
報
告
書
の
要
旨

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
九
十
三
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
関
す
る
告
示

（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
関
す

る
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
年
金
た
る
補
償
以
外
の
補
償
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
年
金
た
る
補
償
以
外
の
補
償
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

補
償
基
礎
額
の
表
第
二
号
の
イ
中
「
四
千
二
百
円
」
を
「
四
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
百
九
十
四
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及

び
最
高
限
度
額
に
関
す
る
告
示
（
平
成
四
年
山
口
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低

限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
に
関
す
る
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補

償
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係

る
年
金
た
る
補
償
及
び
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
中
「
五
、
四
九
九
円
」
を
「
五
、
七
九
九
円
」
に
、
「
一
三
、
九
七
五
円
」
を
「
一
四
、
五
九
七

円
」
に
、
「
六
、
一
四
三
円
」
を
「
六
、
二
六
〇
円
」
に
、
「
六
、
七
〇
三
円
」
を
「
六
、
八
七
四

円
」
に
、
「
一
五
、
二
三
七
円
」
を
「
一
六
、
一
九
一
円
」
に
、
「
七
、
〇
二
三
円
」
を
「
七
、
一
五

七
円
」
に
、
「
一
八
、
〇
一
六
円
」
を
「
一
九
、
六
一
〇
円
」
に
、
「
七
、
三
二
六
円
」
を
「
七
、
五

三
四
円
」
に
、
「
二
〇
、
八
六
四
円
」
を
「
二
二
、
四
九
九
円
」
に
、
「
七
、
五
七
六
円
」
を
「
七
、

六
九
七
円
」
に
、
「
二
二
、
五
六
四
円
」
を
「
二
四
、
〇
八
四
円
」
に
、
「
七
、
七
六
六
円
」
を

一
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「
八
、
〇
〇
七
円
」
に
、
「
二
三
、
六
六
六
円
」
を
「
二
六
、
二
三
八
円
」
に
、
「
七
、
七
一
一
円
」

を
「
七
、
八
二
一
円
」
に
、
「
二
五
、
三
五
四
円
」
を
「
二
六
、
八
六
八
円
」
に
、
「
七
、
三
四
八

円
」
を
「
七
、
五
三
六
円
」
に
、
「
二
六
、
一
八
七
円
」
を
「
二
七
、
九
四
九
円
」
に
、
「
六
、
一
九

二
円
」
を
「
六
、
四
五
〇
円
」
に
、
「
二
二
、
六
九
四
円
」
を
「
二
三
、
二
三
七
円
」
に
、
「
四
、
二

〇
〇
円
」
を
「
四
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
四
八
四
円
」
を
「
一
七
、
七
五
五
円
」
に
改
め
る
。

山
口
県
告
示
第
百
九
十
五
号

県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
金
額
に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後
の
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
十
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
金
額
に
関
す
る
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係

る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。令

和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
八
万
五
千
四
百
九
十
円
」
を
「
九
万
七
百
九
十
円
」
に
改

め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
四
万
二
千
七
百
円
」
を
「
四
万
五
千
四
百
円
」
に
改
め

る
。

山
口
県
告
示
第
百
九
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
の
間
、
山

口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
周
南
市
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

保
土
谷
化
学
工
業
株
式
会
社

住

所

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
九
番
二
号

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

保
土
谷
化
学
工
業
株
式
会
社
南
陽
工
場
分
工
場

所
在
地

周
南
市
開
成
町
四
五
三
〇
番
地

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

使

用

の

方

法

能

力

(Ｎ
㎥
／
日
)

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

四
六－

ニ

五
〇
、
四
〇
〇
令
和
八
、

五
、
二
五
令
和
八
、

五
、
二
五
令
和
八
、

五
、
二
五
連

続
二
四
時
間
変
動
な
し

〃

六
、
四
〇
〇
〃

〃

〃

〃

〃

〃

備
考

「
四
六－

ニ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一

第
四
十
六
号
の
有
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設
を
い
う
。 二
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㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

四
六－

ニ

二

一

～

二

六
九

六
九

一
〇

一
〇

四
五

四
五

〇
・
四

〇
・
四

〇
・
三

〇
・
四

〃

一
一

一
〇

～一
二

二
、
四
四
五
一
二
、
五
〇
〇

三
八
・
二
五

一
二
五

五
〇
〇

一
、
五
〇
〇

七
・
五

四
五

〇
・
〇
五

〇
・
〇
五

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

能

力

(㎥
／
日
)

処
理
の
方
式

使
用
時
間

間

隔

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動
の

概

要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完
成
予
定

年

月

日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

制

限

曝

気

槽

鋼

鉄

製

三
〇

活

性

汚

泥

断

続

一

八

時

間

変

動

な

し

（
既

設
）

㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

制

限

曝

気

槽

処
理
前

九

七

～一
〇

九
七
八
五
、〇
〇
〇

一
〇

一
〇
検
出
せ
ず

一
一
二

六
〇
〇

一
八

一
八

五

五

処
理
後

七
・
五

五
・
八

～

八
・
五

二
五
〇

二
五
〇

一
五

一
五
〃

一
〇
〇

一
〇
〇

三

三

三
〇

三
〇

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

七
・
五

七

～一
〇

一
〇

一
五

〇
・
六

〇
・
六
検
出
せ
ず

三

三

二
・
五

二
・
五

一
二
〇

一
二
〇

二
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山
口
県
告
示
第
百
九
十
七
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
研
修
を
令
和
八
年
度
に
お
け
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
と
し
て
指
定
し
た
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

研
修
の
主
催
者

名
称

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

住
所

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

研
修
の
種
類

第
一
型
研
修
（
会
場
参
加
方
式
）

三

研
修
の
開
催
期
日
及
び
開
催
場
所

開
催
期
日

開
催
場
所

令
和
八
、

八
、
二
三
（
日
曜
日
）

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二

Ｙ
Ｍ
ｆ
ｇ
維
新
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

四

研
修
の
受
講
料

五
千
円

一

研
修
の
主
催
者

名
称

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

住
所

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

研
修
の
種
類

第
一
型
研
修
（
オ
ン
デ
マ
ン
ド
方
式
）

三

研
修
の
開
催
期
日

令
和
八
、
五
、
一
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
九
、
三
、
三
一
（
水
曜
日
）
ま
で

四

研
修
の
受
講
料

八
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
講
習
を
含
む
。
）

五
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
講
習
を
除
く
。
）

三
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
講
習
に
限
る
。
）

五

そ
の
他

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
講
習
の
修
了
者
は
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
責
任
者
の
資
格

（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
に
限
る
。
）
を
取
得
す
る
。

一

研
修
の
主
催
者

名
称

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

住
所

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

研
修
の
種
類

第
二
型
研
修

三

研
修
の
受
講
料

五
千
円

山
口
県
告
示
第
百
九
十
八
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
講

習
を
令
和
八
年
度
に
お
け
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
と
し
て
指
定
し
た
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
の
主
催
者

名
称

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

住
所

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

講
習
の
種
類

第
一
型
講
習
（
オ
ン
デ
マ
ン
ド
方
式
）

三

講
習
の
開
催
期
日

令
和
八
、
五
、
一
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
九
、
三
、
三
一
（
水
曜
日
）
ま
で

四

講
習
の
受
講
料

四
千
五
百
円

一

講
習
の
主
催
者

名
称

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

住
所

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

講
習
の
種
類

第
二
型
講
習

三

講
習
の
受
講
料

四
千
五
百
円

四
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山
口
県
告
示
第
百
九
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
保
安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

下
松
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
松
市
地
域
振

興
部
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
二
百
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
口
市
阿
東
徳
佐
中
字
東
上
一
一
五
九
一
の
五
か
ら
一
一
五
九
一
の
七
ま
で
、
一
一
五
九
一
の
一

一
か
ら
一
一
五
九
一
の
一
四
ま
で

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
山
口
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
口

市
農
林
水
産
部
農
林
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
二
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

三
田
尻
港
徳
地
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

防
府
市
迫
戸
町
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
東
佐
波
令
字
壱
ノ
鳥
越
二
八
二

二
地
先
ま
で

旧

最
狭

一
一
・
三

最
広

一
二
・
五

二
一
三
・
六

新

最
狭

一
一
・
三

最
広

三
一
・
二

二
一
三
・
六

山
口
県
告
示
第
二
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
五
月
一
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

四
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県

道

三
田
尻
港
徳

地
線

防
府
市
迫
戸
町
一
地
先
か
ら

同
市
大
字
東
佐
波
令
字
壱
ノ
鳥
越
二
八
二
二
地
先
ま
で

令
和
八
年
五
月
二
日

山
口
県
告
示
第
二
百
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
山
口
県
立
下
関
西
高
等
学
校
特
別
教
室
等
機
械
設
備
工
事
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

格
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

山
口
県
立
下
関
西
高
等
学
校
特
別
教
室
等
機
械
設
備
工
事

㈠

工
事
場
所

下
関
市
後
田
町
四
丁
目
九
八
番
一

㈡

工
事
の
概
要

構

造

延

べ

面

積

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

五
階
建

四
、
四
八
〇
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
（
令
和
六
年
山
口
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
管
工
事
の
Ａ
等
級
で
あ

る
こ
と
。

⚒

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
管
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⚓

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
令
和
八
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も
の

（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う
。
）
の
管
工
事
の
数
値
が
八
百
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈢

共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
者
の
総
合
評
定
値
の
管
工
事
の
数
値
が
七
百
以
上
で
あ
る
こ

と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
山
口
県
条
例

第
三
十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
以
下

「
電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

令
和
八
年
五
月
十
九
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈣

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

電
子
入
札
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
令
和
八
年
五
月
二
十
八
日
ま
で
に
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資

格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
に
よ
り
行
う
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築
部
建
築
指
導
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三

－

三
八
三
〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
二
百
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
納
付
受
託
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

イ
オ
ン
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目
一
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二

指
定
納
付
受
託
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入
等

県
税
及
び
税
外
収
入
（
納
入
通
知
書
又
は
納
付
書
に
よ
り
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
又
は
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
等
を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

三

指
定
の
日

令
和
八
年
四
月
一
日

山
口
県
告
示
第
二
百
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
金
の
収
納
の
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
山
口
銀
行

下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目
二
番
三
六
号

地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
四
丁
目
六
番
七
号

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
七
号

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五
丁
目
四
二
一

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
の
八

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
一
号

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
六
六
五
の
一

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
一
〇
番
一
号

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
一
一
番
二
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
等

納
入
通
知
書
又
は
納
付
書
に
よ
り
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
公
金

三

指
定
の
日

令
和
七
年
四
月
一
日

四

委
託
の
日

令
和
八
年
四
月
一
日

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
山
口
銀
行

下
関
市
竹
崎
町
四
丁
目
二
番
三
六
号

地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
四
丁
目
六
番
七
号

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
二
番
二
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
等

納
入
通
知
書
又
は
納
付
書
に
よ
り
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
公
金

三

指
定
の
日

令
和
七
年
四
月
一
日

四

委
託
の
日

令
和
八
年
四
月
一
日

公

告

（
一
四
一
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
業
の
名
称

県
営
石
井
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業

二

工
事
完
了
の
時
期

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
、
各
候
補
者
の
出
納
責
任
者
か
ら
提
出
さ

れ
た
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
の
要
旨
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

七
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山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
七
号

令
和
八
年
三
月
八
日
執
行
の
山
口
県
議
会
柳
井
市
選
挙
区
選
出
議
員
の
補
欠
選
挙
に
お
い
て
、
各
候

補
者
の
出
納
責
任
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
の
要
旨
を
別
冊

の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
五
月
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

令
和
八
年
五
月
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
五
月
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

八
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